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地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
交
付
税
の
総
額
）

第
六
条

所
得
税
及
び
酒
税
の
収
入
額
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
三
十
二
、
法
人
税
の
収
入
額
の
百
分
の
三
十
四
、
消
費
税
の
収
入
額
の
百
分
の
二
十
九
・
五

並
び
に
た
ば
こ
税
の
収
入
額
の
百
分
の
二
十
五
を
も
つ
て
交
付
税
と
す
る
。

２

毎
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
所
得
税
及
び
酒
税
の
収
入
見
込
額
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
三
十
二
、
法
人
税

の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
三
十
四
、
消
費
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
十
九
・
五
並
び
に
た
ば
こ
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る

額
の
合
算
額
に
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
交
付
税
で
、
ま
だ
交
付
し
て
い
な
い
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お

い
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
額
を
超
え
て
交
付
し
た
額
を
当
該
合
算
額
か
ら
減
額
し
た
額
と
す
る
。

附

則

（
平
成
二
十
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
の
特
例
）

第
四
条

平
成
二
十
年
度
に
限
り
、
同
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
二
千
五
百

億
円
を
加
算
し
た
額
か
ら
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
減
額
し
た
額
と
す
る
。

一

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

二

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付
税
法
（
以
下
こ
の

二
十
二

条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
額

五
千
八
百
六
十
九
億
円

三

旧
法
附
則
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
額

二
千
億
円
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四

旧
法
附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
額

四
千
七
百
四
十
四

億
千
四
百
八
十
八
万
九
千
円

五

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額

三
十
三
兆
六
千
百
七
十
二
億
九
千
五
百
四
十
万
八
千
円

六

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額

三
十
三
兆
六
千
百
七
十
二
億
九
千
五
百
四
十
万
八
千
円

七

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
税
及
び
譲
与
税

配
付
金
特
別
会
計
の
一
時
借
入
金
に
係
る
利
子
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
に
係
る
利
子
の
支
払
に
充
て
る
た
め
必
要
な

額

五
千
七
百
十
一
億
円

２

平
成
二
十
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
に
係
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
旧
法
附
則
第
四
条
の
二
第

五
項
の
規
定
に
お
い
て
同
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
八
百
七
十
億
円
を
減
額
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
の
特
例
等
）

第
四
条
の
二

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
限
り
、
当
該
各
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
は
、
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
減
額
し
た
額
と
す
る
。

一

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

二

当
該
各
年
度
に
お
け
る
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額

三

当
該
各
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額

四

当
該
各
年
度
に
お
け
る
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の
一
時
借
入
金
に
係

る
利
子
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
に
係
る
利
子
の
支
払
に
充
て
る
た
め
必
要
な
額

２

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
国
か
ら
地
方
団
体
へ
の
税

源
の
移
譲
に
伴
う
交
付
税
の
総
額
の
減
少
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
前
項
の
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
各
年
度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄

に
定
め
る
金
額
を
加
算
す
る
。

年

度

金

額



- 3 -

平
成
二
十
一
年
度

千
四
百
億
円

平
成
二
十
二
年
度

八
百
六
十
六
億
円

平
成
二
十
三
年
度

八
百
六
十
七
億
円

平
成
二
十
四
年
度

八
百
六
十
七
億
円

３

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ

つ
て
は
第
一
項
の
額
に
当
該
各
年
度
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
各
年
度
に
応
ず
る
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
第
一
項
の
額
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
当
該
各
年
度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

年

度

金

額

平
成
二
十
一
年
度

五
千
八
百
三
十
一
億
円

平
成
二
十
二
年
度

六
千
六
百
九
十
五
億
円

平
成
二
十
三
年
度

六
千
六
百
九
十
五
億
円

平
成
二
十
四
年
度

六
千
二
百
三
十
四
億
八
千
五
百
万
円

平
成
二
十
五
年
度

五
千
五
百
八
十
一
億
円

平
成
二
十
六
年
度

五
千
百
十
二
億
円

平
成
二
十
七
年
度

四
千
五
百
三
十
九
億
円

平
成
二
十
八
年
度

三
千
九
百
二
十
四
億
円

平
成
二
十
九
年
度

三
千
四
百
三
十
一
億
円

平
成
三
十
年
度

二
千
九
百
十
二
億
円

平
成
三
十
一
年
度

二
千
四
百
五
十
億
円

平
成
三
十
二
年
度

千
九
百
六
十
七
億
円

平
成
三
十
三
年
度

千
四
百
六
十
五
億
円
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平
成
三
十
四
年
度

九
百
六
十
六
億
円

平
成
三
十
五
年
度

四
百
五
十
九
億
円

４

平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
の
各
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
に
係
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
算
定
に
つ

い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
額
を
超
え
て
交
付
さ
れ
た
額
の
う
ち
、
平
成
九
年
度

に
お
い
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
額
を
超
え
て
交
付
さ
れ
た
額
の
う
ち
千
三
百
四
十
八
億
七
千
五
百
六
十
二
万
二
千
円
、
平
成
十
年
度
に
お
い
て
交
付

す
べ
き
で
あ
つ
た
額
を
超
え
て
交
付
さ
れ
た
額
の
う
ち
三
百
九
十
七
億
百
八
十
九
万
七
千
円
及
び
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
額

を
超
え
て
交
付
さ
れ
た
額
の
う
ち
三
千
十
六
億
千
七
百
万
円
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
に
当
該
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
か
ら
三
千
八
百
八
十
六

億
千
七
百
万
円
を
、
平
成
二
十
二
年
度
に
当
該
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
か
ら
八
百
七
十
五
億
七
千
七
百
五
十
一
万
九
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
減
額
す
る
。

５

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
借
入
金
の
額
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
の
額
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
年
度
及
び
当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
臨
時
財
政
対
策
の
た
め
の
特
例
加
算
）

第
四
条
の
三

平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
地
方
財
政
の
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
交
付
税
の
総
額
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
同
年
度

分
の
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
必

要
な
も
の
と
し
て
、
臨
時
財
政
対
策
の
た
め
の
特
例
加
算
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
臨
時
財
政
対
策
の
た
め
の
特
例
加
算
額
は
、
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
債
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
で
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
す
る
も
の
の
予

定
額
の
総
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
三
項
の
表
第
五
十
号

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
地
方
債
及
び
臨
時
財
政
対
策
債
に
係
る
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

（1）

（3）

の
支
払
に
充
て
る
た
め
必
要
な
額
の
総
額
の
見
込
額

二

第
七
条
に
規
定
す
る
地
方
団
体
の
歳
出
の
種
類
ご
と
の
総
額
の
見
込
額
と
各
地
方
団
体
の
当
該
歳
出
の
種
類
ご
と
の
決
算
額
の
総
額
と
の
か
い
離

の
是
正
を
図
る
こ
と
に
伴
い
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
必
要
と
な
る
額
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三

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
交
付
金
の
平
成
二
十
一
年
度
の
総
額

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
）

第
六
条

各
特
別
会
計
に
お
い
て
経
理
さ
れ
て
い
る
事
務
及
び
事
業
に
係
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
対
象
と
な
る
べ
き
経
費
（
以
下

「
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
」
と
い
う
。
）
が
次
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
当
該
特
別
会
計
に
繰
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
剰
余
金
の
処
理
）

第
八
条

各
特
別
会
計
に
お
け
る
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
剰
余
金
か
ら
次
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
当
該
特
別
会
計
の
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
及
び
資
金
に
組
み
入
れ
る
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
当
該
特
別

会
計
の
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
は
、
予
算
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
）

第
二
十
四
条

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
所
得
税
及
び
酒
税
の
収
入
見
込

額
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
三
十
二
、
法
人
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
三
十
四
、
消
費
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
十
九
・
五
並
び
に
た
ば
こ
税
の
収

入
見
込
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
の
合
算
額
に
、
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
に
よ
る
地
方
交
付
税
に
相

当
す
る
金
額
で
ま
だ
交
付
税
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
て
い
な
い
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該
合
算
額
か
ら
当
該
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
当
該
地
方

交
付
税
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
て
交
付
税
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
特
別
会
計
に
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繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
お
け
る
借
入
金
の
特
例
）

第
四
条

交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
三
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
地
方
交
付
税
交
付
金
を
支

弁
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
に
あ
っ
て
は
三
十
三
兆

六
千
百
七
十
二
億
九
千
五
百
四
十
万
八
千
円
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度
分
等
の
借
入
金
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
、
平
成
二
十
二
年

度
か
ら
平
成
三
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
年
度
分
等
の
借
入
金
限
度
額
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
順
次
控
除
し
て
得
た
金
額
を
限
り
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
勘
定
の
負
担
に
お
い
て
、
借
入
金

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

年

度

控

除

額

平
成
二
十
二
年
度

七
千
八
百
十
二
億
円

平
成
二
十
三
年
度

八
千
五
百
九
十
三
億
円

平
成
二
十
四
年
度

九
千
四
百
五
十
三
億
円

平
成
二
十
五
年
度

一
兆
七
百
六
十
六
億
円

平
成
二
十
六
年
度

一
兆
二
千
二
百
四
十
八
億
円

平
成
二
十
七
年
度

一
兆
三
千
九
百
二
十
億
円

平
成
二
十
八
年
度

一
兆
五
千
三
百
十
億
円

平
成
二
十
九
年
度

一
兆
六
千
八
百
四
十
一
億
円

平
成
三
十
年
度

一
兆
八
千
五
百
二
十
五
億
円

平
成
三
十
一
年
度

二
兆
三
百
七
十
七
億
円

平
成
三
十
二
年
度

二
兆
二
千
四
百
十
七
億
円
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平
成
三
十
三
年
度

二
兆
四
千
六
百
五
十
六
億
円

平
成
三
十
四
年
度

二
兆
七
千
百
二
十
三
億
円

平
成
三
十
五
年
度

二
兆
八
千
八
百
八
十
一
億
円

平
成
三
十
六
年
度

三
兆
七
百
十
九
億
円

平
成
三
十
七
年
度

三
兆
二
千
六
百
三
十
四
億
円

平
成
三
十
八
年
度

三
兆
五
千
八
百
九
十
七
億
九
千
五
百
四
十
万
八
千
円

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
は
、
一
年
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
の
利
子
の
支
払
に
充
て
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
で
定
め

る
金
額
を
限
り
、
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
の
額
の
特
例
）

第
九
条

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
の
額
は
、
平
成
二
十
年
度
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
地
方
交
付

税
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
あ
っ
て
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
平
成
二
十
五
年
度
か

ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
各
年
度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
地
方
交
付
税
法
附
則
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
各
年
度
分
の

交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
金
額

年

度

金

額

平
成
二
十
一
年
度

千
四
百
億
円

平
成
二
十
二
年
度

八
百
六
十
六
億
円

平
成
二
十
三
年
度

八
百
六
十
七
億
円

平
成
二
十
四
年
度

八
百
六
十
七
億
円
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二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
各
年
度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額

年

度

金

額

平
成
二
十
一
年
度

五
千
八
百
三
十
一
億
円

平
成
二
十
二
年
度

六
千
六
百
九
十
五
億
円

平
成
二
十
三
年
度

六
千
六
百
九
十
五
億
円

平
成
二
十
四
年
度

六
千
二
百
三
十
四
億
八
千
五
百
万
円

平
成
二
十
五
年
度

五
千
五
百
八
十
一
億
円

平
成
二
十
六
年
度

五
千
百
十
二
億
円

平
成
二
十
七
年
度

四
千
五
百
三
十
九
億
円

平
成
二
十
八
年
度

三
千
九
百
二
十
四
億
円

平
成
二
十
九
年
度

三
千
四
百
三
十
一
億
円

平
成
三
十
年
度

二
千
九
百
十
二
億
円

平
成
三
十
一
年
度

二
千
四
百
五
十
億
円

平
成
三
十
二
年
度

千
九
百
六
十
七
億
円

平
成
三
十
三
年
度

千
四
百
六
十
五
億
円

平
成
三
十
四
年
度

九
百
六
十
六
億
円

平
成
三
十
五
年
度

四
百
五
十
九
億
円


